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◉
　個人で業者を選定し、浄化槽を設置することになりま
す。市では、申請者に対して設置補助金を交付します。
◉
　市が管理する設置後10年を経過した浄化槽および市が
個人から寄付を受けて維持管理をしてきた浄化槽は、順
次、住宅所有者、使用者または土地所有者に無償で譲渡し
ます。譲渡後は、個人管理となり、浄化槽の保守点検や清
掃、水質検査は個人で専門の業者へ依頼することになり
ます。

◉

▶公共下水道事業、農業集落排水事業の整備
計画がない区域であること▶市と使用者の土地使用賃借
契約ができる個人の宅地であること▶浄化槽を設置でき
る広さの土地があること。また、工事用車両が作業できる
スペースがあること▶一般住宅へ設置するもの（事業所、
アパートなどは対象外）▶令和８年２月末までに浄化槽
設置の完了ができること

11万３千円
80基

11月28日（金）
※設置予定基数に達した場合は受け付けを終了します
※申請方法など、詳しくは上下水道部ホームページをご覧く
ださい

上下水道部下水道施設課（下水道
整備係）　☎ 0220（52）3320
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※採用は令和８年４月１日の予定です
登米市民病院・地域医療連携センター
小論文試験（１時間）、人物（面接）試験、健康診

断、資格調査
申込書は、医療局経営管理部経営管

理課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に
「採用試験申込書請求」と朱書きし、宛先を記入して140円

切手を貼った返信用封筒（Ａ４版が入る大きさ）を必ず同
封してください。申込書は、市医療局ホームページからも
ダウンロードできます

医療局経営管理部経営管理課（人
事係）
〒987－0511 迫町佐沼字下田中25
☎ 0220（21）6888

　本市ではこれまで、市が浄化槽を設置し、使用者からの使用料により維持管理する「市設置型」で浄化槽の整備を進め
てきましたが、令和８年度からは、個人で浄化槽を設置・管理し、市が設置費用の一部を補助する「個人設置型」へ整備方
式を変更します。




